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令和７年度白樺学園高校との包括連携協定事業案について 

 

１ 目 的 

平成 30 年に締結した白樺学園高等学校との包括連携協定（別紙）に基づ

き、本町議会議員と生徒との交流を通じて、議会活動の認知度向上を図る

とともに、生徒の地方自治の担い手意識の醸成、自分の住むまちのことに

ついて関心を持つことを目的とする。 

 

２ 事業の根拠 

（１）芽室町自治基本条例第３条第６号（議会と議員活動の原則） 

（２）芽室町議会基本条例第２条第４項（基本理念） 

（３）芽室町議会基本条例第８条第１項（町民参加及び町民との連 

（４）白樺学園高等学校と芽室町議会の包括連携協定書第１条 

 

３ 実施概要（６月５日協議結果：議運正副委員長） 

（１）実施内容は昨年同様とする。 

（２）対象は１年生と３年生の全生徒 

（３）実施時期は以下のとおり 

・ ３年生：令和７年 11 月４日（月）～７日（金） 

・ １年生：令和８年１月 26 日（月）～30 日（月） 

（４）特記事項 

・ 事業目的の達成度を確認するため、事業終了後に生徒に対するアン

ケートの実施を検討する。 

・ 生徒からの意見の取扱いについては、議員間討議を実施し、政策に

反映できるよう可能な限り検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



学校法人白樺学園白樺学園高等学校と芽室町議会の包括連携協定書 
 

学校法人白樺学園白樺学園高等学校（ 以下（ 甲」という。）と芽室町議会（ 以下（ 乙」
という。）は、次のとおり包括的な連携協定 以下 協定」という。）を締結する。 
 
 目的） 
第１条 本協定は、甲と乙の人的、知的資源の交流、活用を図ることで、双方の活動の
充実・発展に資することを目的とする。 

 連携事項） 
第２条 甲と乙は、前条に定める目的を達成するため、次の各号に定める事項について
相互に協力することに努める。 

 １）甲による乙の議員、職員、住民等を対象とした学習機会の提供 
 ２）乙の公の施設における甲の生徒を対象とした研修機会の提供 
 ３）乙が実施する事業への甲の教職員、生徒の参画 
 ４）甲の教職員と乙の議員、職員等との交流、研修 
 ５）その他、甲乙で合意した分野における活動 
 実施条件） 
第３条 前項の事項を実施する際の実施条件及び実施方法、協力の形態、事業成果の利
用条件等は、甲と乙がその都度協議して決定する。 

 施設の利用） 
第４条 甲と乙は、連携、協力するに際し、教員、議員、職員、生徒の相互派遣及び相
互受け入れ、施設等の利用について、支障のない範囲において互いに便宜を供するも
のとする。 

 経費の負担） 
第５条 連携、協力に関する経費の負担については、甲と乙がその都度協議して決定す
る。 

 協定の期間） 
第６条 この協定の有効期間は、協定書締結の日から平成３１年３月３１日までとする。
ただし、本協定の満了日までに、甲と乙の双方から特に申し出がないときには、さら
に１年間更新するものとし、その後においても同様とする。 

 補則） 
第７条 この協定書に定めのない事項又は変更を要する事項が生じた場合は、甲乙協議
の上、決定するものとする。 

 
本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ１通を保有するものと

する。 
 
平成３０年１０月１２日 
 

 
         甲 学校法人白樺学園 

白樺学園高等学校校長  嶋 野 幸 也 
 

                
               乙 芽室町議会議長      広 瀬 重 雄 
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